
下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金交付要綱 

令和２年３月１６日 

告示第２７号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、移動におけるカーボンニュートラルの推進及び大気環境の改

善を図り、かつ非常用電源として活用可能な電気自動車等の普及の促進を目的と

して交付する下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金（以下「補助金」

という。）について、下野市補助金等交付規則（平成１８年下野市規則第５０号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 電気自動車等 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車をいう。 

（２） 電気自動車 搭載された電池（鉛電池を除く。）によって駆動される電

動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない４輪以上の検査済自動車（道路

運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以下「法」という。）第６０条第１

項に規定する自動車検査証（以下「自動車検査証」という。）の交付を受けた

同法第２条第２項に規定する自動車をいう。以下同じ。）をいう。 

（３） プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池（鉛電池を除く。）に

よって駆動される電動機及び内燃機関を原動機として併用し、かつ外部電源か

らの充電が可能な４輪以上の検査済自動車をいう。 

（４） 新車 法第７条第１項の規定による新規登録を受ける自動車をいう。 

（５） 電気自動車充給電システム 電気自動車等と住宅の間で充電及び給電す

ることができる設備をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 自家用として使用する目的で、電気自動車等を新車で購入し、当該車両

に係る自動車検査証の交付を受けていること。 



（２） 前号の自動車検査証に記載された登録年月日において、市の住民基本台

帳に記録された日から３か月以上経過しており、申請日においても引き続き市

内に住所を有していること。 

（３） 本人及びその同一世帯に属する者が市税等を滞納していないこと。 

（４） 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。 

（補助対象費用及び補助要件） 

第４条 補助の対象となる費用（以下「補助対象費用」という。）は別表第１の左

欄に掲げる区分ごとに、同表右欄に掲げる補助要件を満たすものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる補助対象車両等

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 電気自動車 １０万円 

（２） プラグインハイブリッド自動車 ５万円 

（３） 電気自動車充給電システム ５万円 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、

下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金交付申請書（様式第１号）に、

別表第２の左欄に掲げる補助対象費用の区分に応じ、同表の中欄に定める添付書

類を添えて、それぞれ同表の右欄に定める期限までに、市長に申請しなければな

らない。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金交付の可否を決定したときは、下野市ゼロ

カーボン推進電気自動車等購入費補助金交付決定通知書（様式第３号。以下「交

付決定通知書」という。）又は下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助

金不交付決定通知書（様式第４号）により、申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 交付決定通知書を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、下野



市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金交付請求書（様式第５号）を市長

に提出し、市長は請求に基づき補助金を交付するものとする。 

（補助対象車両等の適正管理） 

第９条 補助金の交付を受けた交付決定者は、補助対象車両等を善良なる管理者の

注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を

図らなければならない。 

（補助対象車両の譲渡又は転売の禁止） 

第１０条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日以後１年を経過するまで、補助

対象車両を第三者（同居の家族を除く。）に譲渡又は転売してはならない。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、補助金の交付決定を取り消すことができる。 

（１） 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） この告示の規定に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付

を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（市への協力） 

第１３条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、市が取り組んでいる地球温暖

化対策に関する取組等について協力を求めることができる。 

２ 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、地震災害や風水害などの災害発生時

において、補助対象車両を市の避難所等の非常用電源として無償で借用すること

について、協力を求めることができる。 

（委任） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 



 （適用区分） 

２ この告示による改正後の下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金交

付要綱の規定は、施行日以後に購入し、又は設置した車両等について適用し、施

行日前に購入し、又は設置した車両等については、なお従前の例による。 

 

別表第１（第４条関係） 

補助対象費用 補助要件 

電気自動車等の購入

費用 

４輪以上の電気自動車等とし、次に掲げる要件を全て満たすも

のとする。 

（１） 自動車検査証に記載された登録年月日と初度登録年月

が同一年月であること。 

（２） 補助対象者が自動車検査証に記載された所有者であ

り、かつ、使用者であること。ただし、割賦により購入し、車

両の所有者と使用者が異なる場合、割賦払終了後に所有権が移

行されることが確認できること。 

（３） 自動車検査証に記載された所有者の住所が、住民票に

記載されている住所と一致していること。ただし、割賦により

購入する場合には、自動車検査証に記載された使用者の住所

が、住民票に記載されている住所と一致していること。 

（４） 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が市内に

あること。 

電気自動車充給電シ

ステムの設置費用 

次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１） 住宅用太陽光発電システム等と接続し、電気自動車等

及び住宅に電力を供給することができる設備であること。 

（２） 未使用品であり（中古品は対象外）、かつ、リース契

約によるものでないこと。 

（３） 住宅に住宅用太陽光発電システム及び住宅用蓄電シス

テムが設置されていること。 

 



別表第２（第６条関係） 

補助対象費用 添付書類 期限 

電気自動車等

の購入費用 

（１） 補助対象車両の自動車検査証の写

し 

（２） 補助対象車両の売買契約書の写し

（３） 補助対象車両の購入代金の領収書

の写し（割賦払いによる購入の場合は、そ

の契約書等の写し） 

（４） 補助対象車両のカタログ又は仕様

書 

（５） 補助対象車両の保管場所の位置図

（６） 補助対象車両の保管場所におい

て、その自動車登録番号が確認できるよう

に撮影された写真 

（７） 市税等調査同意書（様式第２号）

（８） その他市長が必要と認める書類 

補助対象車両に係る自動車

検査証の交付を受けた日か

ら起算して９０日以内 

電気自動車充

給電システム

の設置費用 

（１） 対象機器の工事請負契約書の写し

又は購入契約書の写し 

（２） 対象機器の仕様、規格、保証開始

日等が判別できる書類 

（３） 対象機器の設置に要した費用の領

収書の写し 

（４） 対象機器の設置後の状況を示す写

真 

（５） 市税等調査同意書 

（６） 設置承諾書（設置した住宅が申請

者の所有物でない場合に限る。） 

（７） 対象機器の設置場所の案内図 

（８） 住宅用太陽光発電システム等の設

補助対象設備の購入又は設

置した日から起算して９０

日以内 



置状況が確認できる書類 

（９） 対象機器に接続予定の電気自動車

等の自動車検査証の写し 

（１０） その他市長が必要と認める書類



 
様式第１号（第６条関係） 

     年     月     日 

下野市長 様 

 

申請者 住所 

                         氏名
ふりがな

   

                      （署名又は記名押印） 

                         電話番号 

 

下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金交付申請書 

下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり

補助金の交付を申請します。 

１．電気自動車等購入 

メーカー名・車名 メーカー名 車名 

型 式  

車台番号  

車両登録番号  

初度登録年月日      年   月   日 

使用の本拠の位置  

補助対象経費 

（車両本体価格） 
                      円（税抜き） 

購入方法 □ 現金払い     □ 割賦払い 

２．電気自動車充給電システム設置 

設置住所  

工事着工日      年   月   日 

工事完了日      年   月   日 

補助対象経費 

（設置費用） 
                      円（税抜き） 

メーカー名・型番 メーカー名       型番 

補助金交付申請額 

合計金額            円 （①＋②） 

①電気自動車等購入費 ②電気自動車充給電システム設置費 

円 円 

 

 私は、下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金の交付を受けた日以後１年を経過す

るまで、補助対象車両を第三者（同居する家族を除く。）に譲渡又は転売いたしません。 

 

                    申請者氏名                 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

平成  年  月  日 

下野市長 様 

市税等調査同意書 

私は、（申請者）       が行う下野市ゼロカーボン推進電気自動車等

購入費補助金の交付申請における補助要件審査のため、次の調査項目について市

が調査することに同意します。 

１ 市税等の納付状況調査 

２ 住民記録状況調査 

同意者 住所           

（申請者）氏名                

（世帯員）氏名                

（世帯員）氏名                

（世帯員）氏名                

（世帯員）氏名                

 

 

 

注 １ 同意する者が自ら署名を行うこと。 

  ２ 市税等の納付状況調査が必要となる者全ての同意を得ること。 

  ３ 同意する者の数が署名欄より多い場合は、欄外に記載すること。 



 

様式第３号（第７条関係） 

        第  号   

年  月  日 

                                                   

  

 様 

 

                        下野市長         印 

 

 

 下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金

について、下記のとおり決定しましたので、下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金

交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

                   記 

 

 交付決定額                     円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第７条関係） 

                                    第  号 

                                 年  月  日 

                              

 様 

 

 

下野市長         印 

 

  

下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金不交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金

について、下記のとおり交付しないことに決定しましたので、下野市ゼロカーボン推進電気自動

車等購入費補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

                  記 

 

  不交付の理由   

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第５号（第８条関係） 

   年   月   日 

 

下野市長 様 

 

請求者 住所 

                       氏名
ふりがな

             

                       電話番号 

 

 

下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金交付請求書 

 

  下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助金交付要綱第８条の規定により、下記のと

おり請求します。 

 

記 

 

１ 補助金請求額                       円 

 

  ２ 振込先 

金融機関 

       銀行          本店 

      信用金庫 

       農協          支店 

預金種別 普通  ・  当座 

口座番号        

（ふりがな） 

口座名義人 

 

 

 

 

 

 


